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宗
教
法
人
は
、
税
法
上
「
公
益
法
人
等
」
と

し
て
の
取
り
扱
い
を
受
け
て
お
り
〈『
宗
報
』

（
平
成
29
年
４
月
号
）
参
照
〉、
そ
の
社
会
的
責

任
と
し
て
、
自
主
的
に
法
令
順
守
を
果
た
す
必

要
が
あ
り
ま
す
。
そ
の
た
め
に
、
役
員
の
善
良

な
る
管
理
者
の
注
意
義
務
・
法
令
順
守
義
務
を

徹
底
す
る
こ
と
や
、
財
産
処
分
等
に
お
い
て
役

員
の
利
益
相
反
行
為
の
禁
止
事
項
（
仮
代
表
役

員
を
置
く
等
）
に
留
意
し
、
適
正
な
管
理
運
営

を
行
う
必
要
が
あ
り
ま
す
。

ま
た
宗
教
法
人
法
に
定
め
る
公
告
制
度
、
登

記
制
度
や
事
務
所
備
付
書
類
の
閲
覧
制
度
な
ど

宗門総合振興計画 vol. 8 - 11

寺院の適切な管理運営について

▷ 16．適正な管理運営に向けて

寺院活動支援部〈一般寺院担当〉

宗
門
で
は
、
宗
門
総
合
振
興
計
画
の
一
環
と
し
て
、
適
正
な
寺
院
運
営
の
啓
蒙
・

普
及
の
た
め
、『
宗
報
』（
平
成
29
年
４
月
号
）
よ
り
『
宗
教
法
人
の
実
務
と
運
用
の

手
引
』
の
内
容
を
掲
載
し
て
お
り
ま
す
。

今
号
で
は
、
こ
れ
ま
で
の
掲
載
内
容
を
と
り
ま
と
め
た
「
16
．
適
正
な
管
理
運
営

に
向
け
て
」
を
掲
載
い
た
し
ま
す
。

16
．
適
正
な
管
理
運
営
に
向
け
て

は
、
説
明
責
任
、
情
報
開
示
の
確
保
を
求
め
る

も
の
で
す
。

こ
れ
ら
の
事
柄
に
つ
い
て
は
、
こ
れ
ま
で

『
宗
報
』
に
連
載
し
て
ま
い
り
ま
し
た
の
で
、

改
め
て
ご
確
認
い
た
だ
き
、
適
正
な
る
管
理
運

営
に
努
め
ら
れ
る
よ
う
お
願
い
し
ま
す
。

こ
の
う
ち
、
役
員
の
善
良
な
る
管
理
者
の
注

意
・
法
令
順
守
に
関
連
し
て
、
以
下
の
よ
う
な

法
律
が
あ
り
ま
す
。

宗
教
法
人
法
に
は
、
宗
教
法
人
が
１
年
以
上

に
わ
た
っ
て
宗
教
活
動
を
行
っ
て
い
な
い
、
や

む
を
得
な
い
事
由
が
な
い
の
に
礼
拝
の
施
設
が
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滅
失
し
て
か
ら
２
年
以
上
に
わ
た
っ
て
そ
の
施

設
を
備
え
な
い
、
１
年
以
上
に
わ
た
っ
て
代
表

役
員
及
び
代
務
者
が
い
な
い
場
合
等
、
裁
判
所

は
解
散
を
命
じ
る
こ
と
が
で
き
る
こ
と
が
規
定

さ
れ
て
い
ま
す
。（
宗
教
法
人
法
第
81
条
第
１

項
）ま

た
、
財
産
処
分
等
に
よ
る
公
告
を
怠
っ
た

場
合
、
事
務
所
備
付
書
類
・
帳
簿
類
の
備
付
け

を
怠
っ
た
場
合
、
同
書
類
・
帳
簿
類
に
虚
偽
の

記
載
を
し
た
場
合
、
所
轄
庁
へ
の
書
類
の
提
出

を
怠
っ
た
場
合
等
は
、
宗
教
法
人
の
代
表
役

員
・
代
表
役
員
代
務
者
等
は
10
万
円
以
下
の
過

料
に
処
せ
ら
れ
ま
す
。（
宗
教
法
人
法
第
88
条
）

さ
ら
に
、
刑
法
に
は
「
宗
教
、
祈
祷
若
し
く

は
祭
祀
の
職
に
あ
る
者
又
は
こ
れ
ら
の
職
に
あ

っ
た
者
が
、
正
当
な
理
由
が
な
い
の
に
、
そ
の

業
務
上
取
り
扱
っ
た
こ
と
に
つ
い
て
知
り
得
た

人
の
秘
密
を
漏
ら
し
た
と
き
は
、
６
月
以
下
の

懲
役
又
は
10
万
円
以
下
の
罰
金
に
処
す
る
」

（
刑
法
第
134
条
第
２
項
）
と
規
定
さ
れ
て
お
り
、

知
り
得
た
人
の
秘
密
を
漏
ら
し
て
は
い
け
な
い

と
規
定
さ
れ
て
い
ま
す
。

宗
教
法
人
の
運
営
に
あ
た
っ
て
は
、
こ
う
い

っ
た
法
律
を
十
分
把
握
し
て
い
て
も
、
実
際
に

は
様
々
な
問
題
が
発
生
す
る
こ
と
が
あ
り
ま

す
。
問
題
の
処
理
に
あ
た
っ
て
は
、
所
属
の
教

区
教
務
所
や
宗
務
所
、
所
轄
庁
に
ご
相
談
く
だ

さ
い
。

な
お
、
宗
教
法
人
の
所
轄
庁
は
、
主
た
る
事

務
所
の
所
在
地
を
管
轄
す
る
都
道
府
県
知
事
で

す
が
、
他
の
都
道
府
県
内
に
境
内
建
物
を
備
え

る
宗
教
法
人
の
所
轄
庁
は
、
文
部
科
学
大
臣
と

な
り
ま
す
。
他
の
都
道
府
県
内
に
境
内
建
物
を

備
え
た
場
合
や
他
の
都
道
府
県
に
境
内
建
物
を

備
え
な
く
な
っ
た
場
合
に
は
、
所
轄
庁
が
変
更

に
な
り
ま
す
の
で
、
こ
の
よ
う
な
事
実
が
発
生

し
た
と
き
は
、
寺
院
活
動
支
援
部
〈
一
般
寺
院

担
当
〉
に
ご
相
談
く
だ
さ
い
。

こ
れ
ま
で
、
１
年
間
に
わ
た
っ
て
『
宗
教
法

人
の
実
務
と
運
用
の
手
引
』
の
内
容
を
掲
載
し

て
ま
い
り
ま
し
た
。

宗
教
法
人
が
宗
教
活
動
を
行
う
た
め
に
は
、

憲
法
で
保
障
さ
れ
た
「
信
教
の
自
由
」
が
常
に

保
た
れ
て
い
る
必
要
が
あ
り
、
宗
教
法
人
は
、

本
来
の
宗
教
活
動
を
行
う
と
同
時
に
、
宗
教
法

人
法
、
各
寺
院
の
法
人
規
則
で
あ
る
寺
則
、
宗

派
の
諸
規
則
や
関
係
法
令
等
に
基
づ
き
、
透
明

性
の
高
い
適
切
な
寺
院
運
営
に
よ
っ
て
、
地
域

や
社
会
か
ら
信
頼
を
得
て
、
さ
ら
な
る
宗
教
活

動
が
活
発
に
な
る
こ
と
を
期
待
す
る
も
の
で
あ

り
ま
す
。

宗報18-03読物.qxp_宗報  2018/03/15  9:40  ページ 9


